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社会福祉法人  松 寿 会 
 

                     と し  こ う 

ケアハウス  俊 幸 
 

＜重要事項説明書＞ 
 
  当施設は、ご契約者に対して、入居契約上ご注意いただきたいことを以下のように説明い

たします。 

 

１．入居対象者   家庭環境、住宅事情等により居宅において生活することが困難な６０歳

以上の方がご入居できます。 

          ただし、６０歳以上の配偶者と共に利用される場合はこの限                                                                                                    

りではありません。 

 

２．設立法人 

＜法人名＞  社会福祉法人 松寿会 

＜所在地＞  香川県坂出市大屋冨町３１００番地１３ 

＜代表者＞  理事長 松浦 裕子 

＜設 立＞    昭和６２年１２月２５日 

 

３．施設の概要 

（１）施設の種類  ケアハウス 

（２）施設の目的  家庭環境、住宅事情等により居宅において生活することが困難な高

齢者に低額な料金で入居いただき、健康で明るい生活を送れるよう

に日常生活上必要な援助を提供する。 

（３）施設の名称  ケアハウス俊幸 

（４）施設の所在地 香川県坂出市大屋冨町３１００番地３２ 

（５）電話番号   ０８７７－５７－３４００ 

（６）施設長氏名  宮内 秀幸 

（７）運営方針   ご入居いただく方が可能な限り自立し、健康で明るい日常生活を送

れるように入浴・食事の提供を行うと共に様々な生活相談に応ずる

ほか、関連グループ施設の適切な居宅サービスが利用できるような

体制を整えています。 

（８）開設年月   平成１２年６月     

（９）営業日     年中無休 

（１０）受付時間    ９：００ ～ １８：００ 

（１１）入居定員    ３０名 

（１２）居室等の概要 

   当施設では以下の居室・設備をご用意しています。 

    個 室（トイレ・キッチン）   ３０室（２階１５室・３階１５室） 

     

    食堂兼多目的ホール        １室（１階） 

    相談室              １室（１階） 

    デイルーム            １室（２階） 
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    談話コーナー           ２室（２・３階各１ヶ所） 

    ルーフバルコニー         １室（３階） 

    浴 室              １室  

１階浴室（一般浴槽） 

    洗濯室              ２室（２・３階各１室） 

 

  ※ 居室の変更   

ご契約者様から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況に

よりその可否を決定いたします。また、ご契約者者の心身の状況、その他生活

上の理由により居室を変更する場合があります。その際には、ご契約者様やご

家族様と協議のうえ決定するものとします。 

 

４．職員の配置状況 

（１）当施設では、以下の職種の職員を配置しています。 

  

職   種 人   数 

施 設 長     １以上 

生活相談員     １以上 

介 護 職 員     2以上 

事 務 員     １以上 

栄 養 士 １以上 

 管理宿直員 １（交代制） 

 

（２）職員の勤務体制 

  

職   種 勤 務 体 制 

生活相談員 
早番  ７：００ ～ １６：００ 

日勤  ９：００ ～ １８：００ 

介 護 職 員 
早番  ７：００ ～ １６：００ 

日勤  ９：００ ～ １８：００ 

事 務 員 
早番  ７：００ ～ １６：００ 

日勤  ９：００ ～ １８：００ 

管理宿直員 宿直 １8：0０ ～  7：３０ 

 

 

 

５．当施設の提供するサービス 

（１）食 事 

   当施設の栄養士の立てる献立表による食事を提供します。 

   食事時間  朝食８：００～  昼食１２：００～  夕食１７：００～ 

 

（２）入 浴 
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・ １階浴室は、月曜 ～ 金曜日は毎日１２：３０ ～ １７：００の時間でご利用できま

す。ただし、男性、女性の入浴時間を定めています。 

     男性入浴時間  １２：３０ ～ １４：００ 

女性入浴時間  １４：００ ～ １７：００ 

土曜日は、下記の時間でご利用できます。 

男性入浴時間   ９：３０ ～ １２：００ 

女性入浴時間  １３：００ ～ １７：００ 

（日曜日は浴室掃除のため、休みとなります。） 

 

（３）洗 濯 

   ２階・３階洗濯室の有料コイン式洗濯機・乾燥機および物干し場をご利用いただけま

す。 

 

（４）その他、施設で計画する各種行事（ショッピング・レクリエーション・趣味の教室等）

に実費負担で参加できます。 

 

６．当施設の利用料金 

（１）県の基準による基本利用料と冬期加算額（暖房費）は別紙のケアハウス俊幸利用料金

表のとおりです。 

（２）自室で使用する電気料金および水道料金は下記の、また電話料は電話利用明細書の金

額をお支払いいただきます。 

 

  ① 電気料金 

 

   イ．基本料金 

     施設全体の契約電力基本料金 × （居宅部分面積 ÷ 施設全体面積）÷ 定員 ×

1.10（消費税 10％） ＝  入居者基本料金 

   ロ．使用量料金 

    居室メーター使用量 ×（施設全体の使用量料金 ÷ 施設全体の使用量）× 

        1.10（消費税 10％） ＝ 入居者使用量料金 

    入居者基本料金＋入居者使用量料金＝入居者電気料金  

 

  ② 水道料金 

   香川県広域水道企業団のメーター経口 40ミリメートル（1/2カ月分） × 1.10（消

費税 10％） 

     ＝ 入居者水道料金（１ヶ月分） 

 

  ※ 電気料金のうちの基本料金と水道料金については月の途中入所者には日割計算とし

ます。 

 

（３）当施設が定める付加的なサービスをご利用の場合は下記の料金表の金額をお支払いい

ただきます。 

     ①  ご利用いただく方の受診付き添いについて 

       ご家族に変わりまして、受診の付き添いを希望される方は病院の診察に同          

行し、受診結果をご家族にご報告いたします。 

        送迎料金 片道 100 円 

     介助料金 30 分 1,250 円 （院内介助・付き添い） 
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  ② 体験入居料（入居希望者が入居前に試しに短期間入居する場合） 

    個室が空いていれば、そこをご使用いただき、空いていなければ家族室をご使用い

ただきます。 

      宿泊代  １泊 ３，０００円 

      食事代  朝食 ３００円  昼食 ５００円  夕食 ６００円 

 

  ③ 入居者の家族等の宿泊料 

 イ 入居者の居室をご使用いただく場合 

    布団貸出し料  ５００円 

    風呂代（１日） １５０円 

    食事代  朝食 ３００円  昼食 ５００円  夕食 ６００円 

 ロ 家族室をご使用いただく場合 

      宿泊代  １泊 ３，０００円 

    食事代  朝食 ３００円  昼食 ５００円  夕食 ６００円 

 

７・苦情の受付について 

当施設では、苦情を受け付ける窓口を事務所に設置しています。 

 

社会福祉法人松寿会苦情解決の手順 

目 的 

 社会福祉法人松寿会が運営する事業における利用者等からの苦情を適切に解決する体

制を整備することにより、ご利用いただく方個人の権利を擁護するとともに、ご利用いた

だく方のニーズの把握や処遇の改善を行い、施設運営の適性化を目的とする。 

 

（１）苦情解決責任者 

  ケアハウス 俊 幸 施設長 宮内 秀幸 

（２）苦情受付担当者 

  ケアハウス 俊 幸 生活相談員 谷口 留理子 

 

（３）第三者委員 

  堤 美 佐 代  様（元王越地区民生児童委員協議会会長）080-3939-8374 

綾 野 恵 三 様（前松山地区民生児童委員協議会会長）080-3553-8479 

 

（４）行政機関 

     香川県健康福祉部長寿社会対策課施設サービスグループ   

      TEL 087-832-3266 ・ 3268 

 

坂出市 かいご課 

 TEL 0877-44-5090 

 

（５）運営適正化委員会 

 香川県社会福祉協議会 

 TEL 087-861-0545 

 

（６）苦情の解決方法 

① 苦情の受付 

    苦情は、面接、電話、書面等により苦情受付担当者が随時、受付けます。尚、第三
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者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

② 苦情受付の報告・確認 

    苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三

者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。 

    第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

③ 苦情解決のための話し合い 

    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、

苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち合いを求めることができます。 

   尚、第三者委員の立ち合いによる話し合いは、次により行います。 

ア． 第三者委員による苦情内容の確認 

イ． 第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ． 話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

８．事故発生時の対応 

（１）ご契約者に怪我、症状の急変等の緊急事態が発生した時は、速やかに家族及び主治医

又はあらかじめ施設が定めた協力医療機関等へ連絡を行うと共に、必要な対策をこう

じます。また、事故の原因を解明し、再発を防ぐための対策をこうじます。    

       【協力医療機関】 

     ①香川成人医学研究所 附属診療所ウェルクリニック  

      坂出市横津町3丁目2番31号 

      ℡）０８７７－４５－２３１２ 

     

     ②社会医療法人財団大樹会総合病院 回生病院 

      香川県坂出市室町3丁目5番28号 

      ℡）０８７７－４６－１０１１ 

 

     ③いわた歯科クリニック 

      香川県坂出市旭町1丁目1-17 

      ℡）０８７７－４６－５０２６ 

  

（２）当施設が賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行います。 

 

9．その他の事項 

（１）特約事項 

原状回復条件 

  ①ご契約者は居室の明け渡し時において、入居期間及び汚損・破損の有無を問わず、畳

の表替えをして賃貸人に返還するものとし、また、専門の美装業者に室内クリーニン

グ（床のワックスがけ含む）を発注、その費用はご契約者の負担とする。 

  ②クロス（壁･戸襖）･長尺シート･タイルカーペット･カーテン等の汚損･破損による張替･

修理費用及び喫煙に起因するクロスの汚損（黄変）による張替費用は契約者の負担と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=uIekpAFV3ihg8uUW6CaQGqy2hfap5zbiABemg2NK0uYmcE5vwgBCaOmKKZbNru_U.Lk8qOyFfBPBmuEdQfDrq9kmI_bJjmFf.wuxi_jtH04J.aRdg0PLU7ZCg7ZwK_Qvy0YFyP3RMy1hIH1gU98Pv20FcBZ1fvqALDd6kTxyMQRGMMQXyx7G5a_ZCStGR4O8Brc_SPALwrjsv9KVWV_eav1zRrGsVHesCCIBxg--/_ylt=A7dPKSB2DldU3g8As5ODTwx.;_ylu=X3oDMTEyZGwzY3Q2BHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGUEdnRpZANqcDAwMDU-/SIG=1241bev70/EXP=1415092278/**http:/www.sakaide-med.jp/hospital/wellspace.htm
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令和   年  月  日 

 

ケアハウス俊幸の入居契約に際して、本書面に基づき、重要事項の説明を行いました。 

 

社会福祉法人 松寿会  ケアハウス 俊幸 

 

説明者職名 

 

     氏   名                    印 

 

 

私は、本書面に基づいて、ケアハウス俊幸の入居契約の重要事項説明を受け、施設利用開

始に同意いたしました。また、入居契約書第２０条第３項に基づき、必要な場合には、個人

情報の提示に同意いたします。 

 

 

契約者住所 

 

 

   氏名                            印 

 

 

連帯保証人住所 

 

 

   氏名                            印 

 

 

   

連帯保証人住所 

 

           

   氏名                            印 

 

 


